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条

例

■群
馬
県
公
立
大
学
法
人
へ
の
職
員
の
引
継
ぎ
に
関
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
七
日

群
馬
県
知
事

大

澤

正

明

群
馬
県
条
例
第
七
号

群
馬
県
公
立
大
学
法
人
へ
の
職
員
の
引
継
ぎ
に
関
す
る
条
例

群
馬
県
公
立
大
学
法
人
の
設
立
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
等
に
関
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
七
日

群
馬
県
知
事

大

澤

正

明

群
馬
県
条
例
第
八
号

群
馬
県
公
立
大
学
法
人
の
設
立
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
等
に
関
す
る
条
例
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群
馬
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を

こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
七
日

群
馬
県
知
事

大

澤

正

明

群
馬
県
条
例
第
九
号

群
馬
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例

群
馬
県
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
七
日

群
馬
県
知
事

大

澤

正

明

群
馬
県
条
例
第
十
号

群
馬
県
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
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群
馬
県
消
防
法
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
七
日

群
馬
県
知
事

大

澤

正

明

群
馬
県
条
例
第
十
一
号

群
馬
県
消
防
法
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

群
馬
県
高
圧
ガ
ス
保
安
法
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
七
日

群
馬
県
知
事

大

澤

正

明

群
馬
県
条
例
第
十
二
号

群
馬
県
高
圧
ガ
ス
保
安
法
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
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群
馬
県
液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
関
係
手
数
料
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
七
日

群
馬
県
知
事

大

澤

正

明

群
馬
県
条
例
第
十
三
号

群
馬
県
液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
関
係
手
数
料
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

群
馬
県
保
健
師
助
産
師
看
護
師
准
看
護
師
修
学
資
金
貸
与
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
七
日

群
馬
県
知
事

大

澤

正

明

群
馬
県
条
例
第
十
四
号

群
馬
県
保
健
師
助
産
師
看
護
師
准
看
護
師
修
学
資
金
貸
与
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
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群
馬
県
医
師
確
保
修
学
研
修
資
金
貸
与
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
七
日

群
馬
県
知
事

大

澤

正

明

群
馬
県
条
例
第
十
五
号

群
馬
県
医
師
確
保
修
学
研
修
資
金
貸
与
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

群
馬
県
医
療
施
設
の
人
員
及
び
施
設
等
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
七
日

群
馬
県
知
事

大

澤

正

明

群
馬
県
条
例
第
十
六
号

群
馬
県
医
療
施
設
の
人
員
及
び
施
設
等
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
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群
馬
県
介
護
医
療
院
の
人
員
、
施
設
及
び
設
備
並
び
に
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
を
こ

こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
七
日

群
馬
県
知
事

大

澤

正

明

群
馬
県
条
例
第
十
七
号

群
馬
県
介
護
医
療
院
の
人
員
、
施
設
及
び
設
備
並
び
に
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
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群
馬
県
介
護
保
険
法
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
七
日

群
馬
県
知
事

大

澤

正

明

群
馬
県
条
例
第
十
八
号

群
馬
県
介
護
保
険
法
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
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群
馬
県
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
七
日

群
馬
県
知
事

大

澤

正

明

群
馬
県
条
例
第
十
九
号

群
馬
県
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
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群
馬
県
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
七
日

群
馬
県
知
事

大

澤

正

明

群
馬
県
条
例
第
二
十
号

群
馬
県
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例

群
馬
県
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
七
日

群
馬
県
知
事

大

澤

正

明

群
馬
県
条
例
第
二
十
一
号

群
馬
県
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例

平成３０年３月２７日（火） 群 馬 県 報 号 外 （第５号）



30

平成３０年３月２７日（火） 群 馬 県 報 号 外 （第５号）



31

群
馬
県
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
七
日

群
馬
県
知
事

大

澤

正

明

群
馬
県
条
例
第
二
十
二
号

群
馬
県
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

平成３０年３月２７日（火） 群 馬 県 報 号 外 （第５号）



32

平成３０年３月２７日（火） 群 馬 県 報 号 外 （第５号）



33

平成３０年３月２７日（火） 群 馬 県 報 号 外 （第５号）



34

平成３０年３月２７日（火） 群 馬 県 報 号 外 （第５号）



35

平成３０年３月２７日（火） 群 馬 県 報 号 外 （第５号）



36

平成３０年３月２７日（火） 群 馬 県 報 号 外 （第５号）



37

平成３０年３月２７日（火） 群 馬 県 報 号 外 （第５号）

群
馬
県
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
並
び
に
指
定
介
護
予
防
サ

ー
ビ
ス
等
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
七
日

群
馬
県
知
事

大

澤

正

明

群
馬
県
条
例
第
二
十
三
号

群
馬
県
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
並
び
に
指
定
介
護
予

防
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
を
定
め

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例



38

平成３０年３月２７日（火） 群 馬 県 報 号 外 （第５号）



39

平成３０年３月２７日（火） 群 馬 県 報 号 外 （第５号）



40

平成３０年３月２７日（火） 群 馬 県 報 号 外 （第５号）



41

平成３０年３月２７日（火） 群 馬 県 報 号 外 （第５号）



42

平成３０年３月２７日（火） 群 馬 県 報 号 外 （第５号）



43

平成３０年３月２７日（火） 群 馬 県 報 号 外 （第５号）



44

平成３０年３月２７日（火） 群 馬 県 報 号 外 （第５号）



45

平成３０年３月２７日（火） 群 馬 県 報 号 外 （第５号）



46

平成３０年３月２７日（火） 群 馬 県 報 号 外 （第５号）



47

平成３０年３月２７日（火） 群 馬 県 報 号 外 （第５号）



48

平成３０年３月２７日（火） 群 馬 県 報 号 外 （第５号）



49

群
馬
県
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
七
日

群
馬
県
知
事

大

澤

正

明

群
馬
県
条
例
第
二
十
四
号

群
馬
県
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

平成３０年３月２７日（火） 群 馬 県 報 号 外 （第５号）



50

群
馬
県
介
護
老
人
保
健
施
設
の
人
員
、
施
設
及
び
設
備
並
び
に
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
七
日

群
馬
県
知
事

大

澤

正

明

群
馬
県
条
例
第
二
十
五
号

群
馬
県
介
護
老
人
保
健
施
設
の
人
員
、
施
設
及
び
設
備
並
び
に
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

平成３０年３月２７日（火） 群 馬 県 報 号 外 （第５号）



51

群
馬
県
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
七
日

群
馬
県
知
事

大

澤

正

明

群
馬
県
条
例
第
二
十
六
号

群
馬
県
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

平成３０年３月２７日（火） 群 馬 県 報 号 外 （第５号）



52

群
馬
県
指
定
居
宅
介
護
支
援
等
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
を
廃
止

す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
七
日

群
馬
県
知
事

大

澤

正

明

群
馬
県
条
例
第
二
十
七
号

群
馬
県
指
定
居
宅
介
護
支
援
等
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
を

廃
止
す
る
条
例

平成３０年３月２７日（火） 群 馬 県 報 号 外 （第５号）



53

群
馬
県
立
障
害
者
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
七
日

群
馬
県
知
事

大

澤

正

明

群
馬
県
条
例
第
二
十
八
号

群
馬
県
立
障
害
者
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例

群
馬
県
立
義
肢
製
作
所
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
七
日

群
馬
県
知
事

大

澤

正

明

群
馬
県
条
例
第
二
十
九
号

群
馬
県
立
義
肢
製
作
所
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

平成３０年３月２７日（火） 群 馬 県 報 号 外 （第５号）



54

群
馬
県
立
ふ
れ
あ
い
ス
ポ
ー
ツ
プ
ラ
ザ
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
七
日

群
馬
県
知
事

大

澤

正

明

群
馬
県
条
例
第
三
十
号

群
馬
県
立
ふ
れ
あ
い
ス
ポ
ー
ツ
プ
ラ
ザ
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例

平成３０年３月２７日（火） 群 馬 県 報 号 外 （第５号）



55

平成３０年３月２７日（火） 群 馬 県 報 号 外 （第５号）

群
馬
県
立
ゆ
う
あ
い
ピ
ッ
ク
記
念
温
水
プ
ー
ル
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
七
日

群
馬
県
知
事

大

澤

正

明

群
馬
県
条
例
第
三
十
一
号

群
馬
県
立
ゆ
う
あ
い
ピ
ッ
ク
記
念
温
水
プ
ー
ル
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例



56

平成３０年３月２７日（火） 群 馬 県 報 号 外 （第５号）

群
馬
県
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
七
日

群
馬
県
知
事

大

澤

正

明

群
馬
県
条
例
第
三
十
二
号

群
馬
県
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例



57

平成３０年３月２７日（火） 群 馬 県 報 号 外 （第５号）

群
馬
県
指
定
通
所
支
援
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
七
日

群
馬
県
知
事

大

澤

正

明

群
馬
県
条
例
第
三
十
三
号

群
馬
県
指
定
通
所
支
援
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例



58

平成３０年３月２７日（火） 群 馬 県 報 号 外 （第５号）



59

平成３０年３月２７日（火） 群 馬 県 報 号 外 （第５号）



60

平成３０年３月２７日（火） 群 馬 県 報 号 外 （第５号）



61

平成３０年３月２７日（火） 群 馬 県 報 号 外 （第５号）



62

平成３０年３月２７日（火） 群 馬 県 報 号 外 （第５号）



63

平成３０年３月２７日（火） 群 馬 県 報 号 外 （第５号）



64

平成３０年３月２７日（火） 群 馬 県 報 号 外 （第５号）

群
馬
県
指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
七
日

群
馬
県
知
事

大

澤

正

明

群
馬
県
条
例
第
三
十
四
号

群
馬
県
指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例



65

平成３０年３月２７日（火） 群 馬 県 報 号 外 （第５号）

群
馬
県
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
七
日

群
馬
県
知
事

大

澤

正

明

群
馬
県
条
例
第
三
十
五
号

群
馬
県
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定

め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例



66

平成３０年３月２７日（火） 群 馬 県 報 号 外 （第５号）



67

平成３０年３月２７日（火） 群 馬 県 報 号 外 （第５号）



68

平成３０年３月２７日（火） 群 馬 県 報 号 外 （第５号）



69

平成３０年３月２７日（火） 群 馬 県 報 号 外 （第５号）



70

平成３０年３月２７日（火） 群 馬 県 報 号 外 （第５号）



71

平成３０年３月２７日（火） 群 馬 県 報 号 外 （第５号）



72

平成３０年３月２７日（火） 群 馬 県 報 号 外 （第５号）



73

平成３０年３月２７日（火） 群 馬 県 報 号 外 （第５号）



74

平成３０年３月２７日（火） 群 馬 県 報 号 外 （第５号）



75

平成３０年３月２７日（火） 群 馬 県 報 号 外 （第５号）



76

平成３０年３月２７日（火） 群 馬 県 報 号 外 （第５号）



77

平成３０年３月２７日（火） 群 馬 県 報 号 外 （第５号）



78

平成３０年３月２７日（火） 群 馬 県 報 号 外 （第５号）



79

平成３０年３月２７日（火） 群 馬 県 報 号 外 （第５号）



80

群
馬
県
指
定
障
害
者
支
援
施
設
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
七
日

群
馬
県
知
事

大

澤

正

明

群
馬
県
条
例
第
三
十
六
号

群
馬
県
指
定
障
害
者
支
援
施
設
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

群
馬
県
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
七
日

群
馬
県
知
事

大

澤

正

明

群
馬
県
条
例
第
三
十
七
号

群
馬
県
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例

平成３０年３月２７日（火） 群 馬 県 報 号 外 （第５号）



81

群
馬
県
国
民
健
康
保
険
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
七
日

群
馬
県
知
事

大

澤

正

明

群
馬
県
条
例
第
三
十
八
号

群
馬
県
国
民
健
康
保
険
条
例

平成３０年３月２７日（火） 群 馬 県 報 号 外 （第５号）



82

平成３０年３月２７日（火） 群 馬 県 報 号 外 （第５号）



83

平成３０年３月２７日（火） 群 馬 県 報 号 外 （第５号）



84

平成３０年３月２７日（火） 群 馬 県 報 号 外 （第５号）



85

平成３０年３月２７日（火） 群 馬 県 報 号 外 （第５号）

群
馬
県
特
別
会
計
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
七
日

群
馬
県
知
事

大

澤

正

明

群
馬
県
条
例
第
三
十
九
号

群
馬
県
特
別
会
計
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

群
馬
県
後
期
高
齢
者
医
療
財
政
安
定
化
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
七
日

群
馬
県
知
事

大

澤

正

明

群
馬
県
条
例
第
四
十
号

群
馬
県
後
期
高
齢
者
医
療
財
政
安
定
化
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例



86

平成３０年３月２７日（火） 群 馬 県 報 号 外 （第５号）

群
馬
県
住
宅
宿
泊
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
に
関
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
七
日

群
馬
県
知
事

大

澤

正

明

群
馬
県
条
例
第
四
十
一
号

群
馬
県
住
宅
宿
泊
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
に
関
す
る
条
例



87

群
馬
県
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を

こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
七
日

群
馬
県
知
事

大

澤

正

明

群
馬
県
条
例
第
四
十
二
号

群
馬
県
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例

群
馬
県
使
用
済
自
動
車
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る
法
律
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
七
日

群
馬
県
知
事

大

澤

正

明

群
馬
県
条
例
第
四
十
三
号

群
馬
県
使
用
済
自
動
車
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る
法
律
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例

平成３０年３月２７日（火） 群 馬 県 報 号 外 （第５号）



88

群
馬
県
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
七
日

群
馬
県
知
事

大

澤

正

明

群
馬
県
条
例
第
四
十
四
号

群
馬
県
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
関
係
手
数
料
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

主
要
農
作
物
種
子
法
の
実
施
に
関
す
る
条
例
を
廃
止
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
七
日

群
馬
県
知
事

大

澤

正

明

群
馬
県
条
例
第
四
十
五
号

主
要
農
作
物
種
子
法
の
実
施
に
関
す
る
条
例
を
廃
止
す
る
条
例

平成３０年３月２７日（火） 群 馬 県 報 号 外 （第５号）



89

平成３０年３月２７日（火） 群 馬 県 報 号 外 （第５号）

群
馬
県
道
路
占
用
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
七
日

群
馬
県
知
事

大

澤

正

明

群
馬
県
条
例
第
四
十
六
号

群
馬
県
道
路
占
用
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例



90

平成３０年３月２７日（火） 群 馬 県 報 号 外 （第５号）



91

平成３０年３月２７日（火） 群 馬 県 報 号 外 （第５号）



92

群
馬
県
砂
利
採
取
法
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
七
日

群
馬
県
知
事

大

澤

正

明

群
馬
県
条
例
第
四
十
七
号

群
馬
県
砂
利
採
取
法
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

群
馬
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
七
日

群
馬
県
知
事

大

澤

正

明

群
馬
県
条
例
第
四
十
八
号

群
馬
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

平成３０年３月２７日（火） 群 馬 県 報 号 外 （第５号）



93

群
馬
県
建
築
基
準
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
七
日

群
馬
県
知
事

大

澤

正

明

群
馬
県
条
例
第
四
十
九
号

群
馬
県
建
築
基
準
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

群
馬
県
建
築
士
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
七
日

群
馬
県
知
事

大

澤

正

明

群
馬
県
条
例
第
五
十
号

群
馬
県
建
築
士
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

平成３０年３月２７日（火） 群 馬 県 報 号 外 （第５号）



94

平成３０年３月２７日（火） 群 馬 県 報 号 外 （第５号）

群
馬
県
立
学
校
職
員
定
数
条
例
及
び
群
馬
県
市
町
村
立
学
校
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
七
日

群
馬
県
知
事

大

澤

正

明

群
馬
県
条
例
第
五
十
一
号

群
馬
県
立
学
校
職
員
定
数
条
例
及
び
群
馬
県
市
町
村
立
学
校
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例

群
馬
県
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
七
日

群
馬
県
知
事

大

澤

正

明

群
馬
県
条
例
第
五
十
二
号

群
馬
県
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例



95

平成３０年３月２７日（火） 群 馬 県 報 号 外 （第５号）

群
馬
県
質
屋
営
業
法
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
七
日

群
馬
県
知
事

大

澤

正

明

群
馬
県
条
例
第
五
十
三
号

群
馬
県
質
屋
営
業
法
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

群
馬
県
警
備
業
法
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
七
日

群
馬
県
知
事

大

澤

正

明

群
馬
県
条
例
第
五
十
四
号

群
馬
県
警
備
業
法
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例



96

群
馬
県
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
関
係
手
数
料
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
七
日

群
馬
県
知
事

大

澤

正

明

群
馬
県
条
例
第
五
十
五
号

群
馬
県
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
関
係
手
数
料
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

群
馬
県
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。平

成
三
十
年
三
月
二
十
七
日

群
馬
県
知
事

大

澤

正

明

群
馬
県
条
例
第
五
十
六
号

群
馬
県
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

平成３０年３月２７日（火） 群 馬 県 報 号 外 （第５号）



97

群
馬
県
火
薬
類
取
締
法
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
七
日

群
馬
県
知
事

大

澤

正

明

群
馬
県
条
例
第
五
十
七
号

群
馬
県
火
薬
類
取
締
法
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

群
馬
県
探
偵
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を

こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
七
日

群
馬
県
知
事

大

澤

正

明

群
馬
県
条
例
第
五
十
八
号

群
馬
県
探
偵
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例

平成３０年３月２７日（火） 群 馬 県 報 号 外 （第５号）



98

平成３０年３月２７日（火） 群 馬 県 報 号 外 （第５号）

群
馬
県
道
路
交
通
法
及
び
自
動
車
の
保
管
場
所
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
関
係
手
数
料
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
七
日

群
馬
県
知
事

大

澤

正

明

群
馬
県
条
例
第
五
十
九
号

群
馬
県
道
路
交
通
法
及
び
自
動
車
の
保
管
場
所
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
関
係
手
数
料
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例



99

平成３０年３月２７日（火） 群 馬 県 報 号 外 （第５号）



100

平成３０年３月２７日（火） 群 馬 県 報 号 外 （第５号）

群
馬
県
自
動
車
運
転
代
行
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
七
日

群
馬
県
知
事

大

澤

正

明

群
馬
県
条
例
第
六
十
号

群
馬
県
自
動
車
運
転
代
行
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例

群
馬
県
公
営
企
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
七
日

群
馬
県
知
事

大

澤

正

明

群
馬
県
条
例
第
六
十
一
号

群
馬
県
公
営
企
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例



101

平成３０年３月２７日（火） 群 馬 県 報 号 外 （第５号）

群
馬
県
議
会
委
員
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
七
日

群
馬
県
知
事

大

澤

正

明

群
馬
県
条
例
第
六
十
二
号

群
馬
県
議
会
委
員
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
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毎週火､金曜日発行

発 行 群 馬 県
群馬県前橋市大手町一丁目１番１号
電話 027-223-1111

平成３０年３月２７日（火） 群 馬 県 報 号 外 （第５号）


